
一
頁

○
総
務
省
令
第
四
十
六
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
必
要
周
波
数
帯
幅
が
四
五
〇

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇

MHz

〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
う
ち
、
屋
内
に
お
い
て
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
三
・
四

以
上

GHz

四
・
八

未
満
若
し
く
は
七
・
二
五

以
上
一
〇
・
二
五

未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
又
は
無
線
標
定
業

GHz

GHz

GHz

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
二
四
・
二
五
GHz



二
頁

以
上
二
九

未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

GHz

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
施
行
規
則
第
四

条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
二
四
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
二
二
」
と
す
る
。


